
規 則

�愛媛県規則第４３号
愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県訓練手当支給規則の一部を改正する規則

愛媛県訓練手当支給規則（昭和４１年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職

の支援に関する法律（平成２３年法律第４７号。以下「特定求職者支

援法」という。）第４条第１項の認定を受けた者（以下「公共職

業能力開発施設等」という。）の行う職業訓練を受けている次の

各号のいずれかに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている

次の各号のいずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」とい

う。）に対して支給する。

�～� 省略

２・３ 省略

（基本手当）

第４条 基本手当は、支給対象者が公共職業能力開発施設等の行う

職業訓練又は職場適応訓練（以下「職業訓練」という。）を受け

る期間の日数に応じて支給する。ただし、その者が疾病又は負傷

により引き続いて１４日を超えて職業訓練を受けることができなか

つた場合は当該１４日を超える期間又は天災その他のやむを得ない

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設

の行う職業訓練を受けている次の

各号のいずれかに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている

次の各号のいずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」とい

う。）に対して支給する。

�～� 省略

２・３ 省略

（基本手当）

第４条 基本手当は、支給対象者が公共職業能力開発施設 の行う

職業訓練又は職場適応訓練（以下「職業訓練」という。）を受け

る期間の日数に応じて支給する。ただし、その者が疾病又は負傷

により引き続いて１４日を超えて職業訓練を受けることができなか

つた場合は当該１４日を超える期間又は天災その他のやむを得ない

毎週（火・金）曜日発行 第２４０７号 平成２４年９月２８日

平成２４年９月２８日金曜日 第２４０７号

愛 媛 県 報
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様式第３号（その１）の次に次のように加える。

理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた

場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については、支給しな

い。

２・３ 省略

（訓練手当の申請及び認定等）

第９条 訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格

認定申請書（様式第１号。以下「認定申請書」という。）を当該

職業訓練を行う施設の長（当該職業訓練が職場適応訓練であると

きは、当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職

業安定所の長。以下同じ。）を経由して、知事に提出しなければ

ならない。ただし、特定求職者支援法第４条第１項の認定を受け

た者の行う職業訓練を受ける求職者にあつては、当該職業訓練を

行う施設の長を経由することを要せず、職場適応訓練を受ける求

職者にあつては、基本手当、受講手当及び寄宿手当に係る認定申

請書に代えて、愛媛県職場適応訓練委託規則（昭和３９年愛媛県規

則第３号。以下「委託規則」という。）第４条第１項に規定する

職場適応訓練申込書を提出することができる。

２ 省略

３ 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつ

た場合は、すみやかに、当該職業訓練を行なう施設の長を経由し

て、知事に届け出るとともに受給資格認定書を提出しなければな

らない。ただし、特定求職者支援法第４条第１項の認定を受けた

者の行う職業訓練を受ける支給対象者にあつては、当該職業訓練

を行う施設の長を経由することを要しない。

４・５ 省略

様式第３号（第１０条関係） 訓練手当支給申請書

様式第３号（その１） （公共職業能力開発施設の行う職業訓練

の場合）

理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた

場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については、支給しな

い。

２・３ 省略

（訓練手当の申請及び認定等）

第９条 訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格

認定申請書（様式第１号。以下「認定申請書」という。）を当該

職業訓練を行う施設の長（当該職業訓練が職場適応訓練であると

きは、当該職場適応訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職

業安定所の長。以下同じ。）を経由して、知事に提出しなければ

ならない。ただし

、職場適応訓練を受ける求

職者にあつては、基本手当、受講手当及び寄宿手当に係る認定申

請書に代えて、愛媛県職場適応訓練委託規則（昭和３９年愛媛県規

則第３号。以下「委託規則」という。）第４条第１項に規定する

職場適応訓練申込書を提出することができる。

２ 省略

３ 支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつ

た場合は、すみやかに、当該職業訓練を行なう施設の長を経由し

て、知事に届け出るとともに受給資格認定書を提出しなければな

らない。

４・５ 省略

様式第３号（第１０条関係）

省略

愛媛県知事 様

省略

省略

愛媛県知事様

省略

省略 省略

（注意） １ 省略

２ �欄は、�欄から�欄までの日についての具体

的事情その他必要な事項を記入してください。

（注意） １ 省略

２ �欄は、� から�欄までの日についての具体

的事情その他必要な事項を記入して下さい 。

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号

８１３



様式第３号（その２） （職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法律第４７号）第４条第１項の認定を受けた者の行う職業訓練の場合）

訓 練 手 当 支 給 申 請 書 （ 年 月 分）
年 月 日

愛媛県知事 様
次のとおり訓練手当の支給を申請します。

� �
訓練が行われなかつた日 日 基本手当 技 能 習 得 手 当

寄 宿

手 当

合 計

金 額
氏名印

�
訓練を受けなかつた日

�

家族と別居し

て寄宿してい

ない日

�

備 考

日 日 月 受 講 手 当 通所
手当

疾病、負傷そ
の他やむを得
ない理由によ
る場合

やむを得ない
理由がない場
合

数
日

額
円

額
円

日
数
日

日
額
円

月
額
円

月
額
円

日
数
日

月
額
円

下記の記載事項に誤りのないことを証明する。
年 月 日

訓 練 を 行 う 施 設 の 所 在 地
（訓練を行う施設の長の職氏名） �

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

右のカレンダーに該当する印を付してください。 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

� 職業訓練が行われなかつた日 ＝印（取消線） 年 月 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

� 職業訓練を受けなかつた日 ×印 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

特 記 事 項

（注意） １ ②欄から④欄までは、該当する日を記入してください。

２ ⑤欄は、②欄から④欄までの日についての具体的事情その他必要な事項を記入してください。

愛
媛

県
報

平
成
２４
年
９
月
２８
日

第
２４０７

号

８１４



告 示

��������������

�������
�愛媛県告示第１１８９号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基づき、

次のように玉津港の臨港地区を定めたいので、同条第３項の規定に

より、当該臨港地区の区域の案を南予地方局建設部及び宇和島市役

所建設部において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

玉津港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 臨港地区の名称

玉津港臨港地区

２ 臨港地区の区域の案

宇和島市吉田町の一部

�������
�愛媛県告示第１１９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

松山広域都市計画区域

�������
�愛媛県告示第１１９１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画汚物処理場

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１１８７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００３０９ 特定非営利活動法人ベ
ルクリン

東温市野田２丁目８番
地４ 岡 本 五十鈴 就労継続支援

Ａ型
障害者就労継続支援事
業所ハートフル 東温市南方１８８８－３ 平成２４年

８月２８日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００１３２ 株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲
３２１番地２ 水 上 由 起 居宅介護 株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲

３２１番地２
平成２４年
４月１日

３８１０７００１３２ 株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲
３２１番地２ 水 上 由 起 重度訪問介護 株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲

３２１番地２
平成２４年
４月１日

３８１４００００５９ 社会福祉法人愛南町社
会福祉協議会

南宇和郡愛南町御荘平
城２１３９番地 尾 崎 利 男 居宅介護 愛南町社協御荘居宅介

護事業所
南宇和郡愛南町御荘平
城２１３９番地

平成２４年
８月３１日

３８１４００００５９ 社会福祉法人愛南町社
会福祉協議会

南宇和郡愛南町御荘平
城２１３９番地 尾 崎 利 男 重度訪問介護 愛南町社協御荘居宅介

護事業所
南宇和郡愛南町御荘平
城２１３９番地

平成２４年
８月３１日

３８１４０００１１７ 有限会社愛ミング・ケ
アセンター

南宇和郡愛南町御荘菊
川２８３ 森 下 淳 一 居宅介護 愛ミング・ケアセンタ

ー
南宇和郡愛南町御荘平
城６５８－１

平成２４年
８月３１日

３８１４０００１１７ 有限会社愛ミング・ケ
アセンター

南宇和郡愛南町御荘菊
川２８３ 森 下 淳 一 重度訪問介護 愛ミング・ケアセンタ

ー
南宇和郡愛南町御荘平
城６５８－１

平成２４年
８月３１日

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号
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する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画臨港地区

（吉田臨港地区）の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁に

おいて公衆の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、宇和島都市計画臨港地区

（岩松臨港地区）の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁に

おいて公衆の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市周布土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２４年９月２８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�愛媛県告示第１１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 隆 西条市石田５２９番地

〃 一 色 司 西条市吉田３４７番地１３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 清 隆 西条市石田７５８番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６７１番７から

同市杣田字井屋ノ谷甲６７１番８まで

旧 ９．２～１３．４ ０．０１６

新 １３．４～１４．０ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６７１番７から

同市杣田字井屋ノ谷甲６７１番８まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線
今治市吉海町椋名１４７番３から

同市吉海町椋名１４７番４まで

旧 ９．０～２７．８ ０．０２７

新 ９．５～２７．８ ０．０２７

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号
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�愛媛県告示第１１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町椋名１４７番３から

同市吉海町椋名１４７番４まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削下弓削１０００番２から

同町弓削下弓削９９９番まで

旧 ３．７～１１．２ ０．０５４

新 ７．１～２４．０ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削下弓削１０００番２から

同町弓削下弓削９９９番まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市片山４丁目１３番１地先から

同市片山３丁目１１９番５まで
平成２４年９月２８日

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号
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�愛媛県告示第１２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市高岡土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２４年９月２８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

退 任

�������
�愛媛県告示第１２０４号
東温市松瀬川土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（かんがい排水・西組地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２４年９月２８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 東温市松瀬川土地改良区土地改良事業（かんがい排水・西組

地区）計画書の写し

� 東温市松瀬川土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１０月１日から１０月２９日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�愛媛県告示第１２０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年９月２８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１２０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線
今治市菊間町河之内１０３７番２から

同町河之内１０３２番２まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西一丁目４１１８番地から

同市余戸西一丁目１９２７番地１まで

旧 ４．５～１０．１ ０．１４５

新 １２．４～２１．８ ０．１４５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 村 一 博 松山市高岡町６１１番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２４号

平成２４年９月１８日
伊予市米湊字大角藏１５３８番、１５３９番１

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社 亀岡

代表取締役 亀 岡 英 文

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号

８１８



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１２０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦１８３７番３から

同町中浦１８３３番５まで

旧 １５．２～２４．６ ０．０４４

新 １６．４～５３．０ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦１８３７番３から

同町中浦１８３３番５まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線

大洲市五郎甲４５０番４から
同市五郎乙２３番３まで

及 び
大洲市五郎甲４５０番４から
同市五郎甲２５２０番２まで

旧 ５．５～２３．４
及び

８．５～１５．０

２．１１１
及び
２．０４９

新
５．５～３５．０
及び

１８．７～８３．８

２．１１１
及び
２．０４９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町野井川１２９４番３地先から

同町野井川１２９１番地先まで
旧 ２．８～７．０ ０．１４５

西予市城川町野井川１２９４番３から

同町野井川１２９１番まで
新

２．８～７．０ ０．１４５

６．０～２２．０ ０．１２３

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号
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公 告

�愛媛県告示第１２１２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター中央装置一式の借
入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２４年９月４日

三井住友ファイナンス
＆リース株式会社四国
営業部
香川県高松市古新町２
番地３

１４６，７６９円
（月額） 一般競争入札 平成２４年７月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町野井川１２８８番地先 旧 ４．２～４．３ ０．０１０

同町野井川１２８３番３ 新 １３．０～３８．８ ０．０１０

�公 告

愛媛県人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。
平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 人事行政の運営の状況

� 任免及び職員数に関する状況

ア 職員の採用の状況

平成２３年度の新規採用者数は、市町立小・中学校教員を含め、愛媛県全体で５５６人です。任命権者別の職種別・性別内訳は、以下のとお

りです。

� 知事 （単位：人）

区分 行政
事務

総合
土木 建築 農業 林業 水産 化学 児童自立

支援専門員 薬剤師 獣医師 保育士 臨床検
査技師

作業
療法士 保健師 看護師 合計

男性 ２２ ３ ３ １ ０ １ ２ ０ １ ４ ０ ０ １ １ １ ４０

女性 １１ １ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ２ １ ２ １ ２ ４ ２７

合計 ３３ ４ ３ １ １ １ ２ １ ２ ６ １ ２ ２ ３ ５ ６７

※割愛採用者、自治医大医師は除いている。

� 公営企業管理者 （単位：人）

区分 医師 歯科医師 薬剤師 臨床検査技師 言語聴覚士 作業療法士 臨床工学技士 看護師 合計

男性 ２４ １ ０ １ １ １ ０ １４ ４２

女性 １０ ０ １ １ ０ ０ １ ８２ ９５

合計 ３４ １ １ ２ １ １ １ ９６ １３７

※割愛採用者は除いている。

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号
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� 教育委員会 （単位：人）

区分 学芸員 小中学校教諭 高等学校等教諭 養護教諭 学校事務 栄養教諭 実習助手 合計

男性 ０ ４３ ３２ ０ ６ １ ５ ８７

女性 １ ７０ ３４ ２０ ９ ８ ０ １４２

合計 １ １１３ ６６ ２０ １５ ９ ５ ２２９

※割愛採用者は除いている。

� 警察本部長 （単位：人）

区分 警察官 警察官（武道） 鑑識（機械） 警察事務 合計

男性 ９４ ４ １ １ １００

女性 １８ ０ ０ ５ ２３

合計 １１２ ４ １ ６ １２３

イ 職員の退職の状況

職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は６０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ

ととしています。平成２３年度における退職者数は、定年による退職と定年前の自己都合や死亡等による退職を合わせて７８０人です。任命権

者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 教育委員会 警察本部長 合計

定 年 退 職 １２２ １１ ２２７ ９３ ４５３

定 年 前 退 職 ３１ １１１ １５４ ３１ ３２７

合 計 １５３ １２２ ３８１ １２４ ７８０

※割愛退職者は除いている。

ウ 職員の再任用の状況

地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用するこ

とができることとされています。任期は１年ですが、平成２１年度に再任用された職員については３回、平成２２年度以降については４回に限

り任期を更新することができます。平成２３年度における新規再任用者数は９８人、任期更新者数は１５６人、離職者数は７０人です。任命権者別

の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 議会議長 教育委員会 警察本部長 合計

新規再任用者数 ４３ ６ ０ ４５ ４ ９８

任 期 更 新 者 数 ５５ ６ １ ８７ ７ １５６

離 職 者 数 １５ ２ １ ４６ ６ ７０

エ 職員数の状況

平成２３年及び平成２４年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と平成２４年の職員数の主な増減理由、年齢別職員構成の状況並びに定
ちょく

員適正化計画の数値目標及び進捗状況は、以下のとおりです。
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�ア 部門別職員数の状況と平成２４年の職員数の主な増減理由

（各年４月１日現在）

職 員 数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

平成２３年 平成２４年

議 会 ３２ ３０ △２ 事務処理体制の効率化

総務企画 ６１６ ６１２ △４ 原子力安全対策の強化、事務処理体制の効率化

税 務 ２０４ １９２ △１２ 事務処理体制の効率化

民 生 ３５２ ３５１ △１ 市町への権限移譲に伴う減

一般

行政

部門

衛 生 ４８３ ４７４ △９ 事務処理体制の効率化

労 働 ８７ ８５ △２ 事務処理体制の効率化

農林水産 １，０５０ １，０３９ △１１ 事務処理体制の効率化

商 工 １９１ １９５ ４ 営業機能の強化、えひめ南予いやし博２０１２の実施体制の整備

土 木 ８４６ ８１７ △２９ 事務処理体制の効率化

小 計
３，８６１

［９９］

３，７９５

［１２２］

△６６

［２３］

特別

行政

部門

教 育 １２，７０７ １２，５３２ △１７５ 児童生徒数の減少による教職員の減

警 察 ２，７７６ ２，７９７ ２１ 警察官の増

小 計
１５，４８３

［１４３］

１５，３２９

［１５１］

△１５４

［８］

公営

企業

部門

小 計
２，００２

［１２］

１，９９７

［１２］

△５

［０］
発電業務の遠隔操作（機械化）に伴う減

合計

（条例定数）

２１，３４６

［２５４］

（２２，０８４）

２１，１２１

［２８５］

（２２，０２９）

△２２５

［３１］

（△５５）

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤の職員は含まれていません。
２ ［ ］内は、再任用職員の数であり、外書きです。
３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、「� 給与の状況」において適用給料表ごとに集計した職員数とは一致しません。
４ 一般行政部門には、知事の事務部局（公立大学法人愛媛県立医療技術大学への派遣職員を除く。）のほか、人事委員会、議会、監査委員及び労働委員
会の事務部局が含まれています。

�イ 年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）
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区分
２０歳
未満

２０歳
～２３歳

２４歳
～２７歳

２８歳
～３１歳

３２歳
～３５歳

３６歳
～３９歳

４０歳
～４３歳

４４歳
～４７歳

４８歳
～５１歳

５２歳
～５５歳

５６歳
～５９歳

６０歳
以上

計

職員数（人） ３９ ５３１ １，２１０ １，５０２ １，８６５ ２，１７２ ２，６８２ ２，９３８ ３，０６５ ３，０２４ ２，０５０ ４３ ２１，１２１

構成比 ０．２％ ２．５％ ５．７％ ７．１％ ８．９％ １０．３％ １２．７％ １３．９％ １４．５％ １４．３％ ９．７％ ０．２％ １００．０％

ちょく

�ウ 定員適正化の数値目標及び進捗状況

ａ 定員適正化目標（数・率）

計 画 期 間
数 値 目 標

始 期 終 期

平成２４年４月１日 平成２７年４月１日
平成２７年４月１日までの４年間で一般行政部門の職員数（３，８６１人）を１６０人程

度（４％）削減（第五次定員適正化計画）。

ｂ 定員適正化手法の概要

スクラップ・アンド・ビルドの徹底、事務事業や組織・機構の整理合理化、アウトソーシングの推進、ＩＴ技術の積極的な活用、中

長期的視点に立った計画的な職員採用などにより定員の縮減及び増員の抑制に努めました。

ちょく

ｃ 第五次定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

区分
平成２３年

（計画前年）

平成２４年

（１年目）

平成２５年

（２年目）

平成２６年

（３年目）

平成２７年

（４年目）

平成２４～２７年

計

（参考）

数値目標

一般

行政

部門

職員数 ３，８６１ ３，７９５ ３，７００人程度

増減 △６６
△６６

（４１．３％）
△１６０人程度

教育

部門

職員数 １２，７０７ １２，５３２

増減 △１７５ △１７５

警察

部門

職員数 ２，７７６ ２，７９７

増減 ２１ ２１

公営

企業

部門

職員数 ２，００２ １，９９７

増減 △５ △５

計

職員数 ２１，３４６ ２１，１２１

増減 △２２５ △２２５

注１ 計画期間は、平成２４年度から平成２７年度までの４年間です。
ちょく

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示すものです。

� 給与の状況

ア 総括

�ア 人件費の状況（普通会計決算）

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員及び一般行政関係職員をいう。以下同じ。）に支給する給与と、特別職の職員

に支給する知事等特別職の給与、議員の報酬及び期末手当並びに委員等報酬のほか、地方公務員共済組合負担金、退職手当、恩給及び退職

年金、災害補償費等が含まれています。

平成２３年度における普通会計の決算による人件費の状況は、以下のとおりです。
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区 分
住民基本台帳人口

（平成２３年度末）

歳 出 額

（Ａ）
実 質 収 支

人 件 費

（Ｂ）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

平成２２年度

の人件費率

平成２３年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

１，４４１，２９１ ６１２，６３８，６３０ ２，３４０，１５０ １７８，５８３，０６９ ２９．１ ２８．７

�イ 職員給与費の状況（普通会計予算）

平成２４年度当初予算における職員給与費の状況は、以下のとおりです。

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２４年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
１９，５７２

（１０５）

８７，１８８，１８７ １４，１０８，１２１ ３１，６９４，１０９ １３２，９９０，４１７ ６，７９５

注１ 職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料及び扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手
当に要する経費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

２ 職員数は、平成２４年度当初予算に計上された数値であり、平成２４年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

�ウ 特記事項

県の危機的な財政状況を踏まえ、人件費の抑制を図るため、平成１８年度から知事等特別職及び一般職員の給与の臨時的な減額措置を行っ

ています。

なお、平成２４年度の給与減額措置の内容は、以下のとおりです。

○特別職

区分 給料 期末手当

知 事 ２５／１００

副知事 １５／１００ 減額後の給料の月額による額

教育長、管理者、常勤監査委員 １２／１００

○一般職員

区分 給料

特定幹部職員 １／１００

管理職員 ０．５／１００

一般職員 －

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準は、ラスパイレス指数で表されますが、本県の平成２３年度におけるラスパイレス指数は、１００．２です。

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各地方

公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数ですが、上記の本

県ラスパイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表�適用者のそれを１００として比較したものです。
なお、給与水準の比較対象となる給料に加えて、東京都特別区など主に民間賃金の高い地域に勤務する職員には、最大１８％の地域手当が

支給されており、支給対象職員の割合は、国家公務員が７１．３％（２３年４月１日現在）であるのに対し、県職員は０．３％（２４年４月１日現在）

となっていますが、このラスパイレス指数には反映されていません。
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※本県では、平成１８年度は、給料の臨時的な減額措置（一般行政職３．５～８％）を実施

� パーシェ指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準を示す指標として、ラスパイレス指数の他にパーシェ指数がありますが、本県の平成２３年度におけるパーシェ指数は、

９９．８です。

ラスパイレス指数は国家公務員の職員構成を基準として算出するのに対して、パーシェ指数は本県の職員構成を基準として算出するもの

で、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

※本県では、平成１８年度は、給料の臨時的な減額措置（一般行政職３．５～８％）を実施

イ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

�ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、技能労務職員の給料表など９種

類の給料表を定めています。

平成２４年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員１，９９７人及び再任用短時間勤務職員１０５人を含まない。以下イ及びウにおいて同

じ。）は、１９，１２３人です。

このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員及び船員（以下「税務職員等」という。）

を除いた職員をいう。以下イ及びウにおいて同じ。）４，０２９人（２１．１パ－セント）、技能労務職２９５人（１．５パ－セント）、高等学校（特殊・

専修・各種）教育職３，３４９人（１７．５パ－セント）、中学校・小学校教育職８，１３４人（４２．５パ－セント）及び公安職２，４１５人（１２．６パ－セント）

の職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況は、以下のとおりです。

ａ 一般行政職（行政職給料表適用者（税務職員等を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

愛 媛 県 ４４．９歳 ３５３，４１４円 ４４８，８０６円
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ｂ 技能労務職（技能労務職に係る給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４９．２歳 ３４３，２５８円 ３８６，７８６円

うち

用務員
４８．５歳 ３３６，５９３円 ３８３，３２９円

うち

自動車運転手
５２．５歳 ３６４，０５５円 ４１３，６５１円

うち

学校給食員
４７．４歳 ３２８，７９３円 ３５９，９７６円

ｃ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職（高等学校等教育職員給料表適用者ほか）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４３．０歳 ３７８，８４２円 ４３０，４０３円

ｄ 中学校・小学校（幼稚園）教育職（中学校・小学校教育職員給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４５．２歳 ３８５，３３２円 ４２２，４６５円

ｅ 公安職（公安職給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ３９．０歳 ３２４，９７１円 ４２７，６６９円

注１ 平均給料月額とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の給料、給料の調整額及び教職調整額の合算額の平均であり、学歴、経験年数、
職位等の要素は、考慮に入れていません。

２ 平均給与月額とは、職員の給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。

�イ 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

平成２４年４月１日現在における代表的な職種の職員の初任給を国のそれと比較した状況は、以下のとおりです。

区 分 愛 媛 県 国

大学卒 １７６，３５５円
総合職（大卒）１８１，２００円

一 般 行 政 職 一般職（大卒）１７２，２００円

高校卒 １４２，９１１円 一般職（高卒）１４０，１００円

技 能 労 務 職
高校卒 １３７，７８９円 －

中学卒 １２２，１２２円 －

高 等 学 校 教 育 職 大学卒 ２０４，９２４円 －

中学校・小学校教育職 大学卒 ２０４，９２４円 －

公 安 職
大学卒 ２０５，０７８円 ２０３，１００円

高校卒 １６５，４０８円 １６１，５００円

�ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

平成２４年４月１日現在における代表的な職種の職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、以下のとおりです。

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一 般 行 政 職
大学卒 ２６６，３６０円 ３１１，７０９円 ３６５，９４４円

高校卒 ２１９，７６６円 ２６６，６３０円 ３０７，２５０円
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技 能 労 務 職 高校卒 － ２５１，７７８円 ２７７，９９０円

高等学校教育職 大学卒 ３１０，３９３円 ３６４，５４６円 ４０２，６７５円

中学校・小学校

教 育 職
大学卒 ３０１，０５８円 ３５６，５２７円 ３９５，４８０円

公 安 職
大学卒 ２８３，１４６円 ３５４，９５０円 ３９４，７２５円

高校卒 ２４５，２９０円 ３０２，８０４円 ３６７，３０８円

注 経験年数とは、おおむね次のとおりです。
① 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数
② 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職していた期間のおおむね１０分の８の
期間と県職員として在職した期間とを合算した年数

ウ 一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から９級までの９区分に分かれており、これらは、１０級制

となっている国の行政職俸給表�の１級から９級までの区分と同じです。
平成２４年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、以下のとおりです。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 主事・技師 ２１２人 ５．２％

２級 主事・技師 １３８人 ３．４％

３級 主任・係長 ８９３人 ２２．２％

４級 専門員 １，５９６人 ３９．６％

５級 課長補佐・主幹 ６２３人 １５．５％

６級 課長 ４０４人 １０．０％

７級 参事 ９２人 ２．３％

８級 局長 ５５人 １．４％

９級 部長 １６人 ０．４％

計 ４，０２９人 １００．０％

注 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号

８２７



エ 職員の手当の状況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています。

主な手当は、以下のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、各手当の支給実績及び１人当たり平均支給額は、平成２３年度普通会計決算ベースの額です。

�ア 期末手当・勤勉手当

愛 媛 県 国

１人当たり平均支給額（平成２３年度決算）
－

１，５５２千円

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６ 月分 １．３５ 月分 ２．６ 月分 １．３５ 月分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２月分、勤勉手当１．７５月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

�イ 退職手当（平成２４年４月１日現在）

愛 媛 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ２，９１７千円 ２７，１４６千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた１１段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

注 １人当たり平均支給額は、平成２３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

�ウ 地域手当（平成２４年４月１日現在）

地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区及び大阪府大阪市に勤務する職員に対して支給しているもので

す。また、医師の採用を容易にするためにも支給しています。加えて、東日本大震災に係る宮城県の復旧事業等に従事するため、地方自治

法第２５２条の１７の規定に基づき、愛媛県から宮城県に派遣される職員について、愛媛県と宮城県の協定に基づいて支給しています。

支 給 実 績（平成２３年度決算） ４８，２４０千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ８６１，４２９円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の支給率

医 師 １５％ ２３人 １５％

東京都（特別区） １８％ ２２人 １８％

医師以外 大阪府（大阪市） １５％ ６人 １５％

宮城県（仙台市） ４．５％ ４人 ６％

注 支給対象職員数は、平成２４年４月１日現在の職員数です。
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�エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき支給するものです。

支給実績（平成２３年度決算） １，２２５，０２１千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成２３年度決算） １０５，４０５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ６０．１％

手当の種類（手当数） ５５

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

県税事務従事職員の特殊勤務手当 県税事務に従事する職員 納税義務者、滞納者等を訪問して
行う県税の賦課及び徴収に関する
業務等

日額 ５００円

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤
務手当

伝染病防疫業務に従事する職員 伝染病患者等の救護作業
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業
伝染病菌を有する家畜等の防疫作
業

日額 ２９０円

産業技術研究所、衛生環境研究所
等に勤務する職員の特殊勤務手当

産業技術研究所、衛生環境研究所
等に勤務する職員

①人体に有毒なガスの発生を伴う
業務
②特に危険性を有する薬品を取り
扱う業務
③病理細菌を取り扱う業務

①日額 ２９０円
②及び③日額 ２００円

特殊現場作業従事職員の特殊勤務
手当

特殊現場作業に従事する職員 ①トンネルの坑内で従事するトン
ネル掘り作業
②墜落の危険が特に著しい箇所で
行う作業等

①日額 ５６０円
②日額 ２２０円

レントゲン技術従事職員の特殊勤
務手当

レントゲン技術又はその補助に従
事する職員

レントゲンを使用して、有害放射
線の影響を受ける作業

日額 ２３０円

児童相談所、子ども療育センター、
知的障害者更生相談所及び心と体
の健康センターに勤務する職員の
特殊勤務手当

児童相談所、子ども療育センター、
知的障害者更生相談所及び心と体
の健康センターに勤務する職員

①児童の一時保護作業
②児童及び精神障害者等の心理判
定作業
③重症心身障害児等の看護作業等
④精神障害者等の看護作業等

①日額 ３５０円
②～④日額 ４２０円

児童自立支援施設に勤務する職員
の特殊勤務手当

児童自立支援施設に勤務する職員 児童の自立支援又は生活支援の業
務

日額 ８２０円、１，４８０円、２，２２０円

県警察に勤務する職員の特殊勤務
手当

私服員の捜査、逮捕作業等手
当

当該作業に従事する私服警察職員 犯罪予防、捜査、被疑者逮捕作業 日額 ５６０円

犯罪鑑識作業手当 当該作業に従事する警察職員 指紋、手口、写真等を利用する犯
罪鑑識作業

日額 ２８０円又は５６０円

交通取締用自動車等運転作業
手当

当該作業に従事する警察職員 交通取締用自動車その他特殊自動
車運転作業

日額 ４２０円又は５６０円

山岳捜索救難作業手当 山岳救助警備隊に属する警察職員 山岳において遭難事故が発生した
場合において行う遭難者の捜索救
難作業

日額 ８４０円

警ら作業手当 当該作業に従事する警察職員 警ら作業 日額 ３４０円

身辺警護等作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①天皇又は皇后、皇太子、皇太子
妃、文仁親王若しくは悠仁親王の
警衛作業
②その他の要人等の警護作業

①日額 １，１５０円
②日額 ６４０円

銃器犯罪捜査作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①銃器等が使用されている犯罪現
場における被疑者逮捕等の作業
②銃器を所持する被疑者の逮捕、
警戒等の作業

①日額 １，６４０円
②日額 ８２０円又は１，１００円

ひき逃げ捜査作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ひき逃げ捜査作業 日額 ５６０円

交通取締等作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ①共同危険行為取締作業
②交通取締り（①の作業を除
く。）、整理及び事故処理作業

①日額 ５６０円
②日額 ３１０円

留置場等看守作業手当 当該作業に従事する警察職員 留置場等において収容者を看守す
る作業

日額 ２３０円
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被疑者護送作業手当 当該作業に従事する警察職員 被疑者護送作業 日額 ２３０円

火薬類取締作業手当 当該作業に従事する警察職員 火薬類の取締作業（不発弾の処理
作業を含む。）

日額 ２５０円

夜間特殊作業手当 当該作業に従事する警察職員 夜間（深夜（午後１０時から翌日の
午前５時までの間）を含む時間）
に従事する特殊業務

１回 ４１０円、７３０円又は１，１００円

潜水作業手当 当該作業に従事する警察職員 潜水器具を着用して従事する潜水
作業

１時間 ３１０円又は７８０円

死体取扱作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①検視管理官が行う検視又は解剖
立会いの作業
②その他の死体取扱作業

①１回 ３，２００円
②１回 １，６００円

爆発物処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 爆発物処理作業 １回 ５，２００円

特殊危険物質処理作業等手当 当該作業に従事する警察職員 ①特殊危険物質（サリン等）の処
理作業
②特殊危険物質による被害の危険
がある区域内において行う作業
③特殊危険物質が発生するおそれ
がある実験作業

①日額 ５，２００円
②日額 ２５０円
③日額 ４６０円

緊急業務処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 正規の勤務時間外に突発的な事件
又は事故の処理のため出勤を命じ
られ、夜間に従事する作業

１回 １，２４０円

少年補導作業手当 少年補導職員 少年補導作業 日額 ３１０円

災害警備等作業手当 当該作業に従事する警察職員 異常な自然現象又は大規模な事故
により重大な災害が発生した箇所
等において行う災害警備、遭難救
助等の心身に著しい負担を与える
作業

日額 ８４０円

術科指導作業手当 当該作業に従事する術科指導員 術科指導作業（本務として従事す
る作業を除く。）

１時間 ３００円

漁労手当 水産実習船に勤務する船員 漁労業務 日額 ３，０００円～８，４００円

社会福祉業務従事職員の特殊勤務
手当

社会福祉主事
身体障害者更生相談所に勤務する
身体障害者福祉司
児童福祉司

要保護者等を訪問して行う指導等、
身体障害者に面接して行う相談等
又は児童等に面接して行う相談等
の業務

日額 ５１０円

精神保健指定医、診察立会職員及
び精神障害者移送に従事する職員
の特殊勤務手当

精神保健指定医、診察立会職員等 精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づく診察、立会又は
移送の業務

日額 ３２０円

職業訓練指導業務従事職員の特殊
勤務手当

高等技術専門校に勤務する職業訓
練指導員

職業訓練業務 日額 ７９０円

と畜検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

と畜場法による獣畜のとさつ又は
解体の検査

日額 １，１８０円

麻薬取締業務従事職員の特殊勤務
手当

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法による司
法警察職員として従事する危険な
職務

日額 ４２０円

爆発物取締業務従事職員の特殊勤
務手当

本庁爆発物取締主管課又は地方局
に勤務する職員

火薬類取締法又は高圧ガス保安法
に基づく完成検査、保安検査等の
業務

日額 ２５０円

漁業取締作業従事職員の特殊勤務
手当

当該作業に従事する職員 漁業取締船に乗り組んで従事する
漁業取締作業

日額 ５００円

夜間看護手当 子ども療育センターに勤務する看
護師又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部
又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間）において
行われる看護等の業務

１回 ２，０００円から３，３００円まで

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定
所に勤務する職員の特殊勤務手当

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定
所に勤務する獣医師である職員

家畜保健衛生所法による家畜の伝
染病の予防、人工授精の実施等の
事務

日額 ７３０円
（ＢＳＥ検査：８１０円加算）
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潜水手当 農林水産研究所水産研究センター
に勤務する職員

海中の魚礁の状況、魚介類の育成
状況等を調査するため、潜水器具
を着用して行う潜水作業

１時間 ３１０円又は７８０円

用地交渉等業務に従事する職員の
特殊勤務手当

農林水産部農業振興局農地整備課、
土木部管理局用地課、地方局産業
経済部土地改良主務課及び治山主
務課並びに地方局建設部（土木事
務所を含む。）に勤務する職員

公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

身体障害者等福祉業務従事職員の
特殊勤務手当

①身体障害者更生相談所に勤務す
る看護師等
②婦人相談所又はさつき寮に勤務
する職業訓練指導員又は生活指導
員

①看護業務
②職業訓練又は生活指導の業務

日額 ４２０円

精神障害者等訪問指導業務従事職
員の特殊勤務手当

保健所又は心と体の健康センター
に勤務する保健師

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づき精神障害者等を
訪問して行う相談指導業務又は感
染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律に基づく訪
問指導業務

日額 ２３０円

航空手当 当該業務に従事する職員 ①航空機の操縦業務
②航空機の整備等業務（整備士）
③航空機に搭乗して行う訓練等の
業務（①及び②以外）

①１時間 ７，７００円
②１時間 ４，５００円
③１時間 １，９００円

災害応急作業等手当 土木部河川港湾局河川課及び港湾
海岸課並びに道路都市局道路建設
課及び道路維持課並びに地方局建
設部（土木事務所及びダム管理事
務所を含む。）に勤務する職員

異常な自然現象により重大な災害
が発生した場合等に警戒水位を超
えている河川の堤防、通行が禁止
されている区間の道路等の危険な
区域において行われる次の作業
①巡回監視
②応急作業等

①日額 ４８０円
②日額 ７３０円

当該作業等に従事する職員 ①東京電力株式会社福島第一原子
力発電所の敷地内において行う作
業
②原子力災害対策特別措置法第２８
条第２項において読み替えて適用
される災害対策基本法（昭和３６年
法律第２２３号）第６３条第１項の規
定に基づく警戒区域において行う
作業
③本部長指示により居住者等が避
難のための立退き若しくは計画的
な立退きを行うこととされた地域
において行う作業
④原子力災害対策特別措置法第１５
条第３項の規定に基づき居住者等
が屋内への退避を行うこととされ
た区域の屋外において行う作業

①日額 ２０，０００円又は５，０００円
②屋外作業 日額１０，０００円
屋内作業 日額２，０００円

③屋外作業 日額５，０００円
屋内作業 日額１，０００円

④日額 ２，５００円

東日本大震災に対処するため当該
作業に従事する職員

異常な自然現象により重大な災害
が発生した場合等に警戒水位を超
えている河川の堤防、通行が禁止
されている区間の道路等の危険な
区域において行われる次の作業
①巡回監視
②応急作業等

①日額 ４８０円
②日額 ７３０円

食鳥検査業務従事職員の特殊勤務
手当

食肉衛生検査センターに勤務する
職員

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検
査に関する法律による食鳥検査業
務

日額 １，１８０円

特殊自動車運転作業手当 農業大学校及び農林水産研究所
（水産研究センターを除く。）並
びに東予地方局産業経済部今治支
局地域農業室、中予地方局産業経
済部産業振興課地域農業室及び南
予地方局産業経済部産業振興課地
域農業室に勤務する職員

大型特殊自動車等の運転作業 日額 ２９０円
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兼務手当 当該業務に従事する教育職員 定時制の課程の授業又は補助の業
務（本務として従事する業務を除
く。）

１時間 ５１０円、６１０円又は６７０円

添削手当 当該業務に従事する教育職員 通信制の課程を担任して行う添削
指導業務（本務として従事する業
務を除く。）

添削１回 １１０円

教員特殊業務手当 当該業務に従事する教育職員（職
務の級が中学校・小学校教育職員
給料表又は高等学校等教育職員給
料表の１級、２級又は特２級のも
のに限る。）

①非常災害時における児童等の保
護又は緊急の防災等の業務
②児童等の負傷、疾病等に伴う救
急の業務等
③修学旅行等引率業務
④対外運動競技等において児童等
を引率して行う指導業務（泊を伴
うもの等）
⑤部活動における児童等に対する
指導業務（週休日、休日等に行う
もの）
⑥入学試験における受験生の監督
等の業務（週休日、休日等に行う
もの）

①日額 ６，４００円
②日額 ６，０００円
③日額 ３，４００円
④日額 ３，４００円
⑤日額 ２，４００円
⑥日額 ９００円

多学年学級担当手当 公立の小学校又は中学校の２の学
年の児童等で編制されている学級
を担当する教育職員（一定以上の
授業時間数の者に限る。）

当該多学年学級における授業又は
指導業務

日額 ２９０円

教育業務連絡指導手当 教務主任、学年主任、生徒指導主
事等

教務その他の教育に関する業務に
ついての連絡調整及び指導助言の
業務

日額 ２００円

面接指導手当 当該業務に従事する教育職員 講師として通信制の課程の授業又
はその補助を行う業務（本務とし
て従事する業務を除く。）

１時間 ７６０円

特別支援教育手当 特別支援学校に勤務する教育職員
及び特別支援学級等を担当する教
育職員

障害のある幼児、児童又は生徒に
対する授業又は指導業務

日額 １，０００円又は１，２００円

道路上作業手当 地方局建設部又は土木事務所に勤
務する技能労務職員

交通遮断することなく行う道路の
維持修繕、舗装の打換え等の作業

日額 ３００円

家畜ふん尿処理作業手当 農林水産研究所畜産研究センター
に勤務する技能労務職員

たい肥舎等において行う有害物の
発生を伴う家畜ふん尿の処理作業

日額 ２９０円

�オ 超過勤務手当

支給実績（平成２３年度決算額） ２，９５３，２１４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） １７１千円

支給実績（平成２２年度決算額） ２，９２８，１７２千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） １６９千円

�カ その他の手当（平成２４年４月１日現在）

手当名 内容 支給単価
国の制
度との
異 同

国の制度
と異なる
内 容

支給実績
（２３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支
給

・配偶者 １３，０００円
・配偶者以外 ６，５００円
・配偶者のない職員の扶養親族のうち１人
１１，０００円
満１５歳に達する日後の最初の年度�
�
�
�
�
�

初めから満２２歳に達する日以降の

�
�
�
�
�
�

最初の年度末までの子１人につき
５，０００円加算

同 －
千円

２，４５３，６６６
円

２４８，６４９
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住 居 手 当

自ら居住するための住宅
等を借り受け、家賃等を
支払っている職員又はそ
の所有に係る住宅に居住
する職員で世帯主である
もの等に支給

【借家・借間居住者】
・家賃２３，０００円以下
家賃額－１２，０００円

・家賃２３，０００円超５５，０００円未満
（家賃額－２３，０００円）×１／２＋
１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
２７，０００円（支給限度額）

同 －
千円

１，４１０，１７４
円

１２４，７２８

【持家居住者】
３，５００円

異 国支給なし

初 任 給
調 整 手 当

医師等採用による欠員の
補充が困難である職に採
用された職員等に支給

採用困難の程度等を考慮して定める職の区
分及び採用の日以後の期間の区分に応じて
支給
上限額：４１０，９００円

同 －
千円

７０，５３５
円

１，４６９，４７９

通 勤 手 当

通勤のため、交通機関等
を利用している職員又は
自動車等を使用している
職員等に支給

【公共交通機関利用者】
６箇月定期等廉価な価額による運賃等相当
額
上限額：７８，０００円

異
国上限額
５５，０００円

千円
１，６６１，２１６

円
１０８，３６４【交通用具利用者】

距離に応じた定額
片道２�以上５�未満２，５００円

～
片道９５�以上４７，２００円

異
国上限額
２４，５００円

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い単身で生活すること
となった職員に対して支
給

２３，０００円＋加算額
加算額は、配偶者住居との距離に応じて
６，０００～４５，０００円

同 －
千円

１６８，１３４
円

２９８，１１０

管 理 職 手 当
管理又は監督の地位にあ
る職員に対して支給

給料表別、職務の級別、区分別の定額
同 －

千円
１，３８０，４８６

円
６６２，１０４

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

離島その他の生活の著し
く不便な地に所在する公
署等に勤務する職員に支
給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、公署の
区分に応じた一定率を乗じた額

同 －
千円

３５，７８３
円

２４１，７７７

へき地手当及び
へき地手当に準
ずる手当

へき地学校等に指定され
た学校に勤務する教育職
員に対して支給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、学校の
区分に応じた一定率を乗じた額

千円
１７８，０３７

円
２８５，７７４

定 時 制
通信教育手当

県立の高等学校で本務と
して定時制教育又は通信
教育に従事する教育職員
等に支給

給料月額に１００分の５から１００分の７を乗じ
た額
（管理職手当との併給調整あり。）

千円
３４，６０４

円
３１７，４６８

産業教育手当

県立の高等学校で農業、
水産又は工業に係る産業
教育に従事する教育職員
に支給

給料月額に１００分の７を乗じた額
（管理職手当等との併給調整あり。） 千円

１１０，４４０
円

３１１，９７７

義 務 教 育 等
教員特別手当

小学校、中学校又は県立
学校に勤務する教育職員
に支給

上限額：１５，９００円
職務の級号給に応じた定額
（産業教育手当等との併給調整あり。）

千円
８００，８９８

円
６８，９３０

農 林 漁 業
普及指導手当

農林漁業の普及指導に関
する事務に従事する職員
に支給

給料月額に１００分の６を乗じた額
千円

５２，１９５
円

２５７，１１８

宿 日 直 手 当
職員が正規の勤務時間外
又は休日等に宿直又は日
直をした場合に支給

４，２００円／１回 ほか
（勤務時間による増減あり。） 同 －

千円
４４５，１５９

円
２３６，１５９

管 理 職 員
特別勤務手当

管理職手当を支給される
職員が週休日等に勤務し
た場合に支給

職責に応じて４，０００円～１２，０００円／１回
の定額
（６時間を超える場合は加算あり。）

同 －
千円

２６，１２５
円

２３７，５００

夜 勤 手 当

正規の勤務時間として午
後１０時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職
員に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の２５を乗じた額

同 －
千円

１４３，０８０
円

１７４，０６３

休 日 給
休日等における正規の勤
務時間中に勤務した職員
に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の１３５を乗じた額 同 －

千円
５７４，２４１

円
３０３，８３１

注 支給単価のうち、特に記載の無いものは月額の単価です。

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号

８３３



オ 特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

特別職の職員の給料月額又は報酬月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給

料

知 事 ９９０，０００円（１，３２０，０００円）

副 知 事 ８５８，５００円（１，０１０，０００円）

報

酬

議 長 ８７３，０００円（ ９７０，０００円）

副 議 長 ７８３，０００円（ ８７０，０００円）

議 員 ７３８，０００円（ ８２０，０００円）

期

末

手

当

知 事 （平成２３年度支給割合）

副 知 事 ２．９５月分

議 長 （平成２３年度支給割合）

副 議 長 ２．９５月分

議 員

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

知 事 １３２万円×在職月数×０．６（任期毎）

副 知 事 １０１万円×在職月数×０．４５（ 〃 ）

注 給料月額及び報酬月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）及び愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例
（平成１９年愛媛県条例第３７号）に基づき、それぞれ知事２５％、副知事１５％、議長、副議長及び議員１０％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、
減額前の額を記載しています。

カ 公営企業職員の状況

�ア 電気事業

県営電気事業は、昭和２８年１０月７日の営業開始以来５８年を経過し、現在、銅山川第一発電所（２機）、同第二発電所、同第三発電所、富

郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、同第二発電所及び同第三発電所の合計８発電所（９機）において、最大出力６７，０００キロワッ

トで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２２年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２３年度
千円 千円 千円 ％ ％

２，０４４，７２９ ２５９，７７８ ４０９，７８１ ２０．０ １９．９

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２４年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
６３

（１）

２８３，９０５ ６８，１１２ １３２，７１３ ４８４，７３０ ７，６９４

注１ 職員数及び給与費は、平成２４年度当初予算に計上された数値であり、平成２４年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。
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ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

県営電気事業に従事する平成２４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員１人を含まない。）は、５５人であり、職員の平均年齢、

基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（電気事業）
４３歳３月 ３６４，７８１円

４７２，２９１円

（５８８，７１８円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２３年度） １人当たり平均支給額（平成２３年度）

１，６７８千円 １，５５２千円

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６０ 月分 １．３５ 月分 ２．６０ 月分 １．３５ 月分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２０月分、勤勉手当１．７５月分
となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成２４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 － 千円 ２６，９２３千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ２，９１７千円 ２７，１４６千円

注 １人当たり平均支給額は、平成２３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成２４年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

支給総額（平成２３年度決算） ７６千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ３，０３２円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ４６．３％

手当の種類（手当数） ２
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

①傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
②水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
③ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
④地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

⑤金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

①日額 ５７０円
②日額 ４００円
③日額 ３４０円
④日額 ２２０円
⑤日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２３年度決算） ４７，４０２千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） １，０７７千円

支給実績（平成２２年度決算） ４２，９５２千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ９５４千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。

� その他の手当（平成２４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１１，２８０
円

２４５，２１７

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，２４１

円
１２１，８８８

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，７４４

円
６８，５９２

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
９７２

円
３２４，０００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７，１６８

円
７１６，８０９

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
９６

円
９６，１２８

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１２

円
１２，０００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
３，７２８

円
２３２，９９８

�イ 工業用水道事業

県営工業用水道事業は、昭和３９年４月１日の営業開始以来４８年を経過し、現在、松山・松前地区工業用水道、今治地区工業用水道、西条

地区工業用水道の３地区において、計画給水量２４９，２２０立方メートルで営業しています。
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ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２２年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２３年度
千円 千円 千円 ％ ％

１，１７２，９３９ ２６８，６００ １７５，１３７ １４．９ １４．６

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２４年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
２７

（２）

１２３，３７６ ３１，８７３ ４７，２７４ ２０２，５２３ ７，５０１

注１ 職員数及び給与費は、平成２４年度当初予算に計上された数値であり、平成２４年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

県営工業用水道事業に従事する平成２４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員３人を含まない。）は、２３人であり、職員の平均

年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（工業用水道事業）
４５歳８月 ３８４，６５８円

４４０，１５２円

（５６２，９６２円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２３年度） １人当たり平均支給額（平成２３年度）

１，６８８千円 １，５５２千円

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６０ 月分 １．３５ 月分 ２．６０ 月分 １．３５ 月分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２０月分、勤勉手当１．７５月分
となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。
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� 退職手当（平成２４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 － 千円 － 千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 ２，９１７千円 ２７，１４６千円

注 １人当たり平均支給額は、平成２３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（平成２４年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

支給総額（平成２３年度決算） １１５千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ６，３７８円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ７５．０％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

①傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
②水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
③ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
④地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

⑤金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

①日額 ５７０円
②日額 ４００円
③日額 ３４０円
④日額 ２２０円
⑤日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２３年度決算） ８，３６５千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ４９２千円

支給実績（平成２２年度決算） ９，８９９千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ５５０千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。
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� その他の手当（平成２４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
５，１５３

円
２４５，３５７

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１，８６８

円
９３，３９０

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，６３２

円
２０２，４３３

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１，３５７

円
２７１，４００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，８６４

円
６４４，０５２

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７６

円
１５，１２０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
６

円
６，０００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
１，４１５

円
１７６，９０７

�ウ 病院事業

県営病院事業は、昭和３１年１０月１日県衛生部から移管を受けて以来５５年を経過し、現在、中央、今治、南宇和及び新居浜の４病院で、病

床数１，７２２床を有し、それぞれの地域における中核的医療機関として、その機能を発揮しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成２２年度の総費用に

占める職員給与費比率

平成２３年度
千円 千円 千円 ％ ％

３６，７０５，１７３ １，５２８，１１９ １４，３６２，０９８ ３９．１ ３８．０

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

平成２４年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
１，９４６

（１３）

７，７６３，５６４ ４，１１１，７８１ ２，８７７，３１９ １４，７５２，６６４ ７，５８１

注１ 職員数及び給与費は、平成２４年度当初予算に計上された数値であり、平成２４年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。
３ （ ）内の数値は、再任用短時間勤務職員の数であり、内数です。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

県営病院事業に従事する平成２４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員８人を含まない。）は、１，９１９人であり、職員の平均年

齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。
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区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県

医 師 ４４歳８月 ５８２，３３１円 １，２３９，５６８円

（１，４０１，３８１円）

看 護 師 ３７歳９月 ３０７，１９９円 ３９１，０８８円

（４９０，１７７円）

事務職員 ４５歳８月 ３７８，９０１円 ５４８，３３３円

（６６９，６１２円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（平成２３年度） １人当たり平均支給額（平成２３年度）

１，４１３千円 １，５５２千円

（平成２３年度支給割合） （平成２３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６０ 月分 １．３５ 月分 ２．６０ 月分 １．３５ 月分

（１．４５）月分 （０．６５）月分 （１．４５）月分 （０．６５）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２０月分、勤勉手当１．７５月分
となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（平成２４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額

医 師 １，４０１千円 ３４，７１２千円

看護師 ２，０８４千円 ２４，９６５千円

その他 ４，２９０千円 ２２，０２４千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額

２，９１７千円 ２７，１４６千円

注１ １人当たり平均支給額は、平成２３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。
２ １人当たり平均支給額のその他は、医師及び看護師を除くすべての職員です。

愛 媛 県 報平成２４年９月２８日 第２４０７号

８４０



� 地域手当（平成２４年４月１日現在）

支 給 総 額（平成２３年度決算） ２４１，６７８千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ８７５，６４６円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 愛媛県の制度（支給率）

医 師 １５％ ２６３人 １５％

注 支給対象職員数は、平成２４年４月１日現在の職員数です。

� 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

支給総額（平成２３年度決算） ４２９，１０５千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ２８８，７６５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２３年度） ７５．０％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価

結核病とう勤務手当 病院の結核病棟に勤務する職員 病院の結核病棟において行う患者
の看護又は患者に接する職務

日額 ２９０円

病理細菌取扱手当 病院の試験室等において病理又は
危険である細菌の検査研究等に従
事する職員

病院の試験室等において行う病理
又はコレラ、赤痢等危険である細
菌の検査、研究等

日額 ２００円

放射線技術勤務手当 放射線技術又はその補助に従事す
る職員

病院において行う有害放射線の影
響を受ける作業

日額 ２３０円

伝染病医療従事手当 病院において伝染病患者等の診療、
看護等に従事する職員

伝染病患者等の診療又は看護
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業

日額 ２９０円

精神病棟等勤務手当 病院の精神病棟又は精神科に勤務
する職員

精神病患者等の看護又はこれらの
者に接する業務

日額 ３２０円

夜間看護等手当 ①病院で深夜に勤務する看護師等
②③病院に勤務する医療職給料表
の適用を受ける職員

①正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間）におい
て行われる看護等の業務
②救急患者に対処するために命を
受け自宅等でする待機
③待機中に呼出しを受け、正規の
勤務時間以外の時間において行っ
た手術等の業務

①１回 ２，０００円から３，３００円まで
②１回 ８６０円
③１回 １，６２０円

航空手当 航空機に搭乗して診療、調査等の
業務に従事する職員

航空機に搭乗して行う診療、看護、
調査、捜索救難等の業務

１時間 １，９００円

救急医療従事手当 病院に勤務する管理職医師 正規の勤務時間外において行う救
急医療業務

１時間当たりの給与額×従事時間

診療応援手当 病院に勤務する医師 他の県立病院等で従事する診療業
務

１回 ２０，０００円又は５，０００円

� 時間外勤務手当

支給実績（平成２３年度決算） １，６４４，２９３千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） ８９４千円

支給実績（平成２２年度決算） １，６５１，６５７千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） ９０１千円

注 職員１人当たり平均支給年額には、休日勤務手当を含んでいます。
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� その他の手当（平成２４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１６５，４６０
円

２１６，８５５

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２２３，７４９
円

１８４，４５９

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１１５，８１８
円

８６，６９０

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７，８７８

円
３１５，１２０

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

５４，０６７
円

９６５，４８８

初 任 給
調 整 手 当

内容は、一般行政職の制度と同じ。
支給単価は、一般行政職の制度に加え、医師について次の額
を支給。
・職務の級に応じ２４，０００円又は３０，０００円
・小児科、産婦人科、麻酔科に勤務する者１００，０００円以内の
額

異 医師への加算
千円

９７７，７１２
円

３，５４２，４３６

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２０４，３１４
円

３９５，１９１

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
８，８２３

円
１６６，４７２

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円

１８３，９９５
円

１８０，３８７

� 特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

特別職である管理者の給料月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給 料 ７３０，４００円（８３０，０００円）

（平成２３年度支給割合）

期末手当 ２．９５月分

（算定方式） （支給時期）

退職手当 ８３万円×在職月数×０．３（任期毎）

注 給料月額は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき１２％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、
減額前の額を記載しています。

� 勤務時間その他の勤務条件の状況

ア 勤務時間の状況

平成２３年度における職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分で、公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要の

ある職員を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は、午後零時から午後１時まで）となっています。

イ 休暇の状況

� 年次有給休暇

年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができます。平成２３年の職員１人当たりの年次有給休暇

の取得状況は、以下のとおりです。

（単位：日）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 代 表 監 査 委 員 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

平均取得日数 １０．９ ７．７ ８．５ ８．４ ８．３ １０．５ ６．９
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� その他の休暇

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など条例や人事委員会規則で定める事由に該当する場合には、有給

の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は障害のため介護を必要とするものを介護する

場合には、無給の休暇を付与しています。

ウ 休業の状況

� 育児休業

職員が３歳に満たない子を養育するために休業することが認められる制度です。育児休業をしている期間については、給与は、支給され

ません。平成２３年度における育児休業者数は、６６１人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児休業者数 ６６ １３６ １ １ ４２５ ３２ ６６１

� 部分休業

職員が３歳に満たない子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、勤務し

ないことが認められる制度です。部分休業をしている時間については、給与が減額されます。平成２３年度における部分休業者数は、１４人で

す。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

部分休業者数 １０ ３ １ １４

� 育児短時間勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために短時間勤務をすることが認められる制度です。育児短時間勤務をしている期

間については、給与が減額されます。平成２３年度における育児短時間勤務者数は、８７人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 合 計

育児短時間勤務者数 １６ ６６ ５ ８７

� 修学部分休業

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められ

るときは、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、２年間を限度に、修学のために必要な時間を休業することが認められる

制度です。平成２３年度における修学部分休業者数は、０人です。

� 高齢者部分休業

定年退職日前５年間の職員が希望する場合、公務運営に支障がない場合は、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、定年

退職日までの間、勤務時間を短縮することが認められる制度です。平成２３年度における高齢者部分休業者数は、０人です。

� 自己啓発等休業

職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動を行う場合、２年間（国際貢献活動は３年間）を限度に休業することが認められる制度です。

平成２３年度における自己啓発等休業者数は２人です。

（単位：人）

区 分 教 育 委 員 会 合 計

自己啓発休業者数 ２ ２

� 大学院修学休業

公立学校の教員が、大学院や大学の専攻科の課程に在学して、その課程を履修するため、３年を超えない範囲内で休業することが認めら

れる制度です。平成２３年度における休業者数は、０人です。
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� 分限及び懲戒処分の状況

ア 分限処分の状況

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、その種

類は、免職、休職又は降任があります。平成２３年度における分限処分数は、３１０件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ２ ０ ０ ０ ２

休 職 ９８ ２２ １３２ ５６ ３０８

合 計 １００ ２２ １３２ ５６ ３１０

イ 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

れる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給又は戒告があります。平成２３年度における懲戒処分数は、２０件です。任命権者別の

内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ １ ０ ０ １

停 職 ０ ０ ２ ２ ４

減 給 ２ ０ ５ ３ １０

戒 告 ４ ０ １ ０ ５

合 計 ６ １ ８ ５ ２０

� 服務の状況

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、

職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事制限など、服務上の強い制約を課しています。各任命権者においては、平成２３年度

において、以下の措置を講じました。

ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長及び代表監査委員

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について 交通事故及び交通違反の防止について、注意喚起を行いました。

交通法規の遵守の徹底について

自動車運転免許証の更新手続きを失念したまま長期にわたり公用車等の運転を行っていたという事実が判明

したことを踏まえ、公務で公用車等を運転する職員に対して、管理監督者による自動車運転免許証の有効期

限確認等について周知徹底を図りました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、

県民に目線を合わせた県政の推進、利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、業務の適正な執行及び経費

の節減、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等について徹底しました。

� 職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止することを目的として、管理職等を対象に研修を実施する

とともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。
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� 愛媛県又は愛媛県職員に対して行われる不当要求行為等に対し、職員の安全及び県行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、愛媛県

として組織的かつ統一的に対応する際の具体的な応対要領等に関する研修会を実施しました。

イ 教育委員会

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、教職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について ゴールデンウイーク前の時期をとらえて、交通事故等の防止について注意喚起を行いました。

夏季休暇及び年次有給休暇の取得促進につい

て

教職員の夏季における心身の健康の維持及び増進並びに家庭生活の充実を図るため、夏季休暇及び年次有

給休暇の計画的取得に努めるよう周知しました。また、日頃から教職員のコミュニケーションを通じて、

教職員が休暇を取りやすい雰囲気づくりに取り組むよう通知しました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、

県民に対する職務対応の向上及び経費の節減、利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、業務の適正な

執行、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等について周知徹底を図りました。

交通法規の遵守の徹底について

知事部局職員において自動車運転免許証の更新手続きを失念したまま長期にわたり公用車等の運転を行っ

ていたという事実が判明したことを踏まえ、公務で公用車等を運転する職員に対して、管理監督者による

自動車運転免許証の有効期限確認等について周知徹底を図りました。

教職員の懲戒処分の指針の策定について
処分の透明性及び公平性を確保するとともに、非違行為に対する責任を明確化して教職員に周知すること

により、服務規律の維持と不祥事の未然防止の徹底を図りました。

ウ 警察本部長

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

職員に対する生活指導推進月間（５月）の実

施について
非違事案防止のため、部下職員に対する適切な生活指導を指示しました。

職員家族に対する連絡と信頼の構築の実施に

ついて

職員による非違事案の未然防止及び問題兆候の早期発見・解決を実効あるものとするため、職員家族に対

する書簡の送付を指示しました。

夏季における規律の保持と各種事故防止につ

いて

非違事案防止、生活指導の徹底、殉職・受傷事故の防止、交通事故の防止、被留置者事故の防止に関する

指導教養を行い、各種事故防止の徹底を図りました。

的確な身上把握・指導の徹底について
身上把握の重要性を部下職員に理解させるとともに、幹部自ら的確な身上把握・指導を徹底するように指

示しました。

若年警察職員に対する非違事案防止対策の徹

底について

若年警察官による痴漢事案の発生を受けて、若年警察職員に対する非違事案防止対策の徹底を指示しまし

た。

業務上の非違事案防止のための諸対策につい

て

警視庁における捜査情報の漏えい事案を受けて、捜査管理の徹底、適正な退職者との関係について指示し

ました。

厳正な規律の確保について
警察官による住居侵入等事案を受けて、職務倫理教養の充実、身上把握・指導の強化、飲酒に関する指導

の徹底について指示しました。

年末年始における規律の保持と各種非違事案

の防止について

業務管理の徹底、身上把握・生活指導の徹底、殉職・受傷事故の防止、交通事故の防止、被留置者事故の

防止について、職員に対する指導の強化・徹底を図りました。

職員に対する生活指導推進月間（１月）の実

施について
非違事案防止のため、部下職員に対する適切な身上把握・生活指導の実施を指示しました。

株式等の取引に関する留意事項について
他省庁幹部職員によるインサイダー取引事案を受けて、株式等の取引に関する留意事項について指示しま

した。

人事異動期における規律の保持と各種事故防

止について

人事異動期における非違事案防止対策として、重点実践事項及び一般的実践事項を列挙し、職員に対する

指導の強化・徹底を図りました。

� 各所属において、セクシュアル・ハラスメント防止をテーマとした小集団検討会等を開催し、全職員に対するセクシュアル・ハラスメ

ント防止意識の醸成を図るとともに、セクハラ・パワハラ防止対策教養を実施しました。
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� 研修及び勤務成績の評定の状況

ア 研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進のため、平成２３年度は、各任命権者において以下のとおり研修を実施しました。

� 知事

ａ 研修所における研修

愛媛県研修所において、教員、警察官を除く各任命権者の職員を対象に、以下のとおり研修を実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

階 層 別 研 修
新規採用職員、新規採用臨時職員、中堅職員、係長・課長補佐・課長級の新任者、部長・次長級の現任者を対

象に、それぞれの階層に共通に必要とされる知識・技術の習得を目的とする研修

１０コース

参加者 １，０１９人

ステージアップ

研 修

新規採用から課長補佐昇任までの各階層別研修の間を３つの能力開発期間（ステージ）と捉え、次の職位で必

要とされる知識・能力をあらかじめ取得することを目的とした研修

２５コース

参加者 ８３９人

専 門 研 修
新規採用職員・職場研修・接遇などについて、職場内での指導に携わる職員を対象に、指導者としての知識や

技法を習得することを目的とした研修

３コース

参加者 １０９人

部 局 研 修
新たに税務・生活保護等の業務に従事する職員を対象に、担当する業務に直結する知識・技術の習得を目的と

する研修

８コース

参加者 ２０６人

ｂ 長期派遣研修

広範な専門知識や実務能力等の習得、幅広い視野のかん養を図るため、中央省庁（６人）や自治大学校（２人）、民間企業等（４人）へ

職員を派遣しました。

また、独立行政法人日本貿易振興機構（１人）や財団法人自治体国際化協会（２人）に職員を長期派遣し、国際化に対応できる人材の育

成に努めました。

ｃ 職員の自己啓発を促進するため、自主研究グループ（１グループ）の育成を行いました。

� 公営企業管理者

医療に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の医療水準の向上を図るため、医師を国内の先進・専門医療機関

（４人）や海外の学会（１９人）に派遣しました。

また、県立病院の看護職員を対象に、職務の遂行に必要な知識、技能の習得等を目的として、県立４病院合同研修（１８コース、８１５人）

を実施しました。

さらに、看護に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の看護水準の向上を図るため、看護師に日本看護協会が主

催する研修を受講させました。（１４人）

� 人事委員会

人事委員会事務局職員としての資質向上を図るため、全国人事委員会連合会等が実施する研修を受講させました。（３人）

� 議会議長

議会事務局職員としての資質向上を図るため、全国都道府県議会議長会が実施する研修を受講させました。（４人）

� 代表監査委員

監査を行う上で必要とされる専門知識や技術を習得し、その資質の向上を図るため、国の専門機関等が実施する研修を受講させました。

（１２人）

� 教育委員会

ａ 教職員としての指導力や資質の向上を図るため、総合教育センター等において、専門的・実践的な研修を以下のとおり実施しました。
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区 分 研修の概要 実施状況

基 礎 研 修
教員の初任者、２年経験者、５年経験者、１０年経験者を対象に、教育公務員特例法により

義務付けられている基礎研修等

〔市町立学校教職員〕

４コース 参加者 ２９７人

〔県立学校教職員〕

１５コース 参加者 ２３１人

職 務 別 研 修
新任の校長、教頭、生徒指導主事等を対象に、校務分掌や職位等に関係する必要な知識・

技能の習得を目的とする義務的研修

〔市町立学校教職員〕

２４コース 参加者 ４，７６７人

〔県立学校教職員〕

１５コース 参加者 １，６６５人

課 題 別 研 修
受講を希望する教職員を対象に、英語指導や情報教育等の高い専門知識・技能の習得を目

的とする研修

〔市町立学校教職員〕

７２コース 参加者 ５，９０８人

〔県立学校教職員〕

４１コース 参加者 ３，１５９人

ｂ 教職員としての指導力や資質向上を目的として、国内の研修機関等や大学院等の教育機関への派遣及び海外派遣について、以下のとお

り実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

国 内 派 遣
多様な研修の確保の観点から、教職員の自己研修の奨励と学習指導力の向上を目的と

して、職員派遣研修を実施しました。

〔市町立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等 ７１人

〔県立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等 ２５人

大 学 院 等 派 遣
高度で広範囲な課題に対応する資質を養うことを目的として、国立大学大学院等へ派

遣しました。

〔市町立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ２２人

〔県立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ８人

海 外 派 遣
教職員に諸外国の教育、文化の実情を理解させ、国際的視野に立った識見を深めるこ

とを目的として、海外へ派遣しました。

〔市町立学校教職員〕

イギリス・アメリカ ２５人

〔県立学校教職員〕

アメリカ １人

� 警察本部長

警察教養規則により、警察職員１人１人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持

し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的に、道府県警察学校等において警察教養を行うこととされています。愛媛県警察学校

においては、平成２３年度は、採用時教養（７期２０２人）、昇任時教養（２期１９人）、専科等（４５期５７０人）の警察教養を行いました。

また、警察職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、警察庁が設置する管区警察学校（２０７人）、警察大学校（９５人）及び法

科学研修所（８人）で警察教養を行いました。

イ 勤務成績の評定の状況

� 定期人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

課長級以下の一般職の職員を対象に、平成２２年１２月１日から平成２３年１１月３０日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。

勤務評定は、評定を受ける職員の直近上位の職位となる管理職職員が評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評

定者の直近上位の職位となる管理職職員が調整者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において

活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び現在の仕事についての成果等を申告する自

己申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。
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ｂ 教育委員会（市町立学校教職員）

平成２２年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は市町教育

長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、市町教育長が調整

者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｃ 教育委員会（県立学校教職員）

平成２２年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、校長の評定は愛媛県教

育長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、愛媛県教育長が

調整者として、評定結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

ｄ 警察本部長

平成２２年１２月１日から平成２３年１１月３０日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行いました。勤務評定は、上席係長以上の警察官

又は課長補佐以上の一般職員が一次・二次の評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、二次評定者の直近上位の職

位となる管理職職員が調整者として、評定結果の調整を行います。調整結果は、調整者の上位の職位にある確認者に提出し、確認者は、

評定が不適当であると認められたときは、調整者に評定結果を再調整させます。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用し

ました。

また、勤務評定と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び設定した目標の達成度をみる評価等を職員

に提出させ、人事異動において活用しています。

� 特別人事考課

ａ 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

条件附採用期間中の職員を対象に、採用の日から５か月を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、所属長（部長、

病院長等）が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

ｂ 教育委員会（市町立学校教職員及び県立学校教職員）

条件附採用期間中の教職員を対象に、採用の日から５か月（教員は１０か月）を経過した日までの期間の勤務状況について、勤務評定を

行い、校長が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

なお、県立学校の教員については、平成１６年度の特別人事考課から、教員として求められる資質である社会性、コミュニケーション能

力、職務に対する意欲等について校長が評価し、教育委員会に報告することとしています。

ｃ 警察本部長

条件附採用期間中の職員を対象に、条件附採用期間終了直前までの期間の勤務状況について、勤務評定を行い、評定者、調整者及び確

認者が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

� 福祉及び利益の保護の状況

ア 厚生福利制度の状況

職員の心身の健康の保持及び公務能率を増進させるため、任命権者、地方公務員等共済組合法に基づき設置される共済組合、地方公務員

法第４２条の趣旨に沿って職員が任意で設置する互助会において、職員の厚生福利事業を実施しています。

� 職員の健康保持、疾病予防対策

職員の健康保持の増進と疾病予防のため、労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断、メンタルヘルス対策、健康相談及び健康教育等を

実施しています。平成２３年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 健康診断

区 分 概 要

知 事 等
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診や大腸検診等

を、共済組合及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。
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教 育 委 員 会
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で胃検診を、共済組合

及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

警 察 本 部 長
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診、健康度測定等を行いました。また、共済組合と共同で人間ド

ックを行いました。

注 知事等とは、任命権者のうち、教育委員会及び警察本部長を除くものをいいます（以下同じ。）。

○各種健康診断の実施状況（平成２３年度）

（知事等）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診

一般定期健康診断 ５，３７７人 一次検査 ※受診率 ９９．３％

特別定期健康診断 １，６７４人
放射線業務従事職員検診、特定化学物質等使用職員検診、有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従

事職員検診

そ の 他 検 診 ７０４人 振動業務従事者検診、ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用職員検診

が ん 検 診 等
が ん 検 診 ９，３２８人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，８２５人 人間ドック、超音波検診

（教育委員会）

県立学校

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２，９７８人 一次検査 ※受診率 ９９．９％

そ の 他 検 診 ８３４人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、腹部超音波検診、農薬使用業務従事者検診

が ん 検 診 等
が ん 検 診 ６，５０６人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ５７１人 （特）人間ドック、人間ドック

事務局

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診
一般定期健康診断 ３０９人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ２人 有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従事職員検診

そ の 他 検 診 １５１人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、腹部超音波検診

が ん 検 診 等
が ん 検 診 ７０５人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ７８人 （特）人間ドック、人間ドック

（警察本部長）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診
一般定期健康診断 ２，７５６人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ５８５人 有機溶剤使用職員検診、アクアラング隊員検診、深夜業務従事者検診、鉛検診

そ の 他 検 診 ５６人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等
が ん 検 診 ３，２１９人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、前立腺がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ８３０人 人間ドック、超音波検診

ｂ メンタルヘルス対策

区 分 概 要

知 事 等
「愛媛県職員こころの健康づくり指針」により、総合的、体系的に取り組みました。中でも、「職場復帰支援システム」の運用、健康相

談室での相談、メンタルヘルスセミナーの開催のほか、共済組合と共同で外部専門機関による相談事業を行いました。

教 育 委 員 会

精神科医や臨床心理士等による心の健康相談を行うとともに、精神疾患による休職者の復職支援を実施しました。また、共済組合におい

て外部専門機関による相談事業及びメンタルヘルスサポート事業が、共済組合と互助会の共同によりメンタルヘルスセミナー及びストレ

スチェックが、それぞれ行われました。
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警 察 本 部 長
共済組合と共同で生活相談カウンセラーによる相談事業のほか、心理カウンセラー（精神保健福祉士）によるメンタルヘルスセミナーや

心の健康相談（カウンセリング）を行いました。

ｃ 健康相談・健康教育

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室の設置・相談、健診事後指導、禁煙サポート、ヘルスアップセミナー等健康教育事業を行いました。また、共済組合において、

電話相談等が行われました。

教 育 委 員 会
産業医等による健康相談を行うとともに、共済組合において、健康づくりセミナー、にぎたつウェルネス合宿、一日介護講座、電話相談

等が行われました。

警 察 本 部 長
産業医・カウンセラー・健康管理対策室による相談、健診事後指導、禁煙サポート、肥満セミナー等健康教育事業を行いました。また、

共済組合において健康教室の開催等健康づくり運動を推進しました。

� 安全衛生

労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等を配置し、快適な職場環境の実現と職場における職員の安

全を確保するための安全衛生管理体制を整備しています。

区 分 委員会名 設置数

総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

知 事 等 安 全 衛 生 委 員 会 １０

衛 生 委 員 会 １３

教 育 委 員 会
総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

衛 生 委 員 会 ６８

警 察 本 部 長 安 全 衛 生 委 員 会 １８

� その他

職員の厚生福利事業を進めるため、元気回復事業等を実施しています。平成２３年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 元気回復事業等

区 分 概 要

知 事 等

ボランティア活動の支援、職員だよりの発行等を行うとともに、図書室や職員運動場を設置しています。また、共済組合と共同で、ライ

フプランの支援事業を行いました。更に、共済組合において、プール、山の家の助成等が、互助会において、サークルへの活動助成、カ

フェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が、それぞれ行われました。

教 育 委 員 会
共済組合において、ライフプランの支援事業、保養所の設置等が、互助会において、福祉相談、リフレッシュ海外旅行助成等が、それぞ

れ行われました。

警 察 本 部 長 ライフプランの支援事業を行いました。また、互助会において、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が行われました。

○共済組合福祉事業

平成２３年度実績

区 分 利用者数

知事等 健 診 事 業 １１，４１８人

【地方職員共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ９，０７６人

組合員数 ５，９９８人 愛 媛 診 療 所 ３，８４６人

被扶養者数 ７，７３２人 貸 付 累 計 件 数 １，２８７件

教育委員会 健 診 事 業 ４，０２０人

【公立学校共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ９０７人

組合員数 １３，４０５人 そ の 他 事 業 １３，４７０人

被扶養者数 １３，１８５人 に き た つ 会 館 ９３，９３９人

貸 付 累 計 件 数 ３，５６４件
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警察本部長 健 診 事 業 ３，７０７人

【警察共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ２，１８８人

組合員数 ２，８３４人 そ の 他 事 業 ７９人

被扶養者数 ３，９４１人 貸 付 累 計 件 数 １，１４８件

○互助会事業実績

平成２３年度実績 （千円）

区 分 主な保健文化事業 事業費

知事等

会 員 数 ５，９０３人

会員掛金 １３４，１４４千円

人間ドック、リフレッシュ助成事業、サークル助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、生涯

設計支援事業
１０５，０２１

教育委員会

会 員 数 １２，８１０人

会員掛金 ３７７，０３７千円

人間ドック、メンタルヘルスセミナー、退職準備セミナー、福祉相談、リフレッシュ海外旅行助成の実施

等
２９，４２５

警察本部長

会 員 数 ３，０１１人

会員掛金 ３４，７９４千円

資格取得・通信教育等助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、柔剣道指導育成、事件検挙助

成等
９７，４４４

ｂ 給付事業

� 共済組合による給付

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の病気、出産、死亡、休業等に関し、相互救済を図るため、法定給付として、保健給付、

休業給付及び災害給付が行われるとともに、法定給付に付加して給付する附加給付が行われています。

○平成２３年度実績 （千円）

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

保 健 給 付 １，４２６，７９７ ２，９８２，９２７ ９０２，７２４

直 営 保 健 給 付 １１，７２２ ４３，７６６ ０

休 業 給 付 ２１４，８０３ ４７４，０２８ ５３，８９５

災 害 給 付 ０ １，６４２ ０

附 加 給 付 ２６，６６３ ８３，９００ ２６，９２３

一部負担金払戻金等 ２０，５８３ ６５，８８９ １４，５７０

計 １，７００，５６８ ３，６５２，１５２ ９９８，１１２

� 互助会による給付

互助会により、会員等の病気、出産、死亡等に関し、相互救済を図るための給付が行われています。

（千円）

区 分 主な給付事業 給付総額

知 事 等 医療補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ４１，１７０

教 育 委 員 会 療養費補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ２８５，５４４

警 察 本 部 長 死亡弔慰金、銀婚祝金、傷病見舞金、入学祝金等 １５，４８８

ｃ 職員住宅（独身寮）設置状況

職員が安心して赴任し職務に専念できるよう、厚生福利施設として職員住宅等を設置しています。任命権者別の設置状況は、以下のと

おりです。

（単位：戸）

区 分 知 事 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

戸 数 ２５２ ４３０ １，０８５
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イ 公務災害補償の状況

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金愛媛県支部が実

施しています。平成２３年度に発生した公務災害・通勤災害の認定件数は、１３２件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合計

公 務 災 害 ８ １７ １４ ８８ １２７

通 勤 災 害 ３ ０ ０ ２ ５

合 計 １１ １７ １４ ９０ １３２

ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に

より適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。平成２３年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」

の�のとおり、人事委員会に対して措置の要求が行われています。

エ 不利益処分に関する不服申立ての状況

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会に対して、不服申立てをすることができるこ

ととされています。平成２３年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」の�のとおり、人事委員会に対して不服申立てが行われてい
ます。

２ 人事委員会の業務の状況

� 競争試験及び選考の状況

職員の任用については、地方公務員法並びに職員の採用及び昇任に関する規則、任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法

に関する規則等を基本法規として、成績主義の原則が貫かれるよう努めている。

ア 採用候補者試験の実施状況

平成２３年度に実施した採用候補者試験は、次のとおりである。

� 採用候補者試験実施状況

試験の名称 受験資格（平成２３年４月１日現在） 受付期間
試験実施

年 月 日

愛媛県職員採用候補者（上級）試験

・年齢２１歳以上２９歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

資格免許を必要とする職は、上記の者で、当該資格・免許を

有する者又は取得する見込みの者

２３．５．１６

～

２３．６．３

〔第１次〕

２３．６．２６

〔第２次〕

２３．７．２５

～

２３．８．３

愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者試験
年齢１７歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成２４年３

月末日までに卒業見込みの者

２３．４．４

～

２３．４．１９

〔第１次〕

２３．５．８

〔第２次〕

２３．６．１７

～

２３．６．２３

愛媛県警察官（男性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の男子で、大学卒業者又は平成２３年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成２３年１０月１日の採用

に応じられる者

愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者試験
年齢１７歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成２４年３

月末日までに卒業見込みの者

愛媛県警察官（女性）（大学卒特別募集）採用候補

者試験

年齢１８歳以上３０歳未満の女子で、大学卒業者又は平成２３年９

月末日までに卒業見込みの者のうち、平成２３年１０月１日の採用

に応じられる者
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愛媛県職員採用候補者（初級）試験
年齢１７歳以上２１歳未満の者（大学卒業者又は大学卒業見込者

を除く。）

２３．８．１７

～

２３．９．５

〔第１次〕

２３．９．２５

〔第２次〕

２３．１０．２５

２３．１０．２７

愛媛県職員採用候補者（資格免

許職）試験
短大卒程度

年齢１９（２０）歳以上２９歳未満の者で、当該資格・免許を有す

る者又は取得する見込みの者

少年補導職員採用候補者試験

年齢２１歳以上３５歳未満の者で、次のいずれかに該当する者

・教員免許を有する者又は取得する見込みの者

・大学で心理学を修学した者又は修学見込みの者

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の男子（大学卒業者又は大学卒業見込

者を除く。） ２３．８．２４

～

２３．９．１２

〔第１次〕

２３．１０．１６

〔第２次〕

２３．１１．１１

～

２３．１１．１５

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試

験

年齢１７歳以上３０歳未満の女子（大学卒業者又は大学卒業見込

者を除く。）

� 採用候補者試験受験状況

ａ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ４８ ６８５ ４８４ ９９ ９１ ５１ ９．５倍

行 政 事 務 （ 情 報 ） ２ １８ １４ ４ ２ １ １４．０倍

学 校 事 務 １７ １７１ １３３ ３５ ３１ １７ ７．８倍

警 察 事 務 ７ ８４ ６７ ２１ ２０ １１ ６．１倍

総 合 土 木 １２ ６５ ４５ ２５ ２０ １２ ３．８倍

建 築 ５ ２３ １７ １０ ８ ５ ３．４倍

農 業 １ １８ １４ ３ ３ １ １４．０倍

林 業 ３ １６ １２ ６ ６ ３ ４．０倍

水 産 １ １１ １０ ４ ４ １ １０．０倍

化 学 ４ ５２ ３９ ８ ８ ４ ９．８倍

薬 剤 師 ９ ３４ ３０ １９ １８ ９ ３．３倍

児 童 指 導 員 １ １１ １１ ３ ３ １ １１．０倍

鑑 識 （ 化 学 ） １ １０ ８ ４ ４ ２ ４．０倍

合 計 １１１ １，１９８ ８８４ ２４１ ２１８ １１８ ７．５倍

ｂ 愛媛県警察官（男性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警察官（男性）（大学卒） ６７ ５６０ ４８５ ２２６ １８４ １０７ ４．５倍

警察官（男性）（大学卒特別募集） ２２ １１９ １１６ ６８ ５８ ３４ ３．４倍

合 計 ８９ ６７９ ６０１ ２９４ ２４２ １４１ ４．３倍

ｃ 愛媛県警察官（女性）（大学卒及び大学卒特別募集）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警察官（女性）（大学卒） １１ １５４ １２７ ３６ ２２ １６ ７．９倍

警察官（女性）（大学卒特別募集） ４ １７ １７ ９ ９ ６ ２．８倍

合 計 １５ １７１ １４４ ４５ ３１ ２２ ６．５倍
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ｄ 愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 １１ ７９ ７４ ２３ ２２ １１ ６．７倍

警 察 事 務 ３ ３０ ２７ １０ ９ ５ ５．４倍

合 計 １４ １０９ １０１ ３３ ３１ １６ ６．３倍

ｅ 愛媛県職員採用候補者（資格免許職）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

短 大 卒

程 度

臨床検査技師 ７ １８ １３ １１ １０ ７ １．９倍

診療放射線技士 ２ １３ １２ ４ ４ ２ ６．０倍

合 計 ９ ３１ ２５ １５ １４ ９ ２．８倍

ｆ 愛媛県少年補導職員採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

少 年 補 導 職 員 １ ２７ ２２ ３ ３ ２ １１．０倍

ｇ 愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警察官（男性）（高校卒程度） ３８ ４３７ ３４８ １２８ １１０ ６０ ５．８倍

ｈ 愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警察官（女性）（高校卒程度） ５ ８９ ６５ １７ １５ ８ ８．１倍

イ 選考の実施状況

職員の採用・昇任については、特殊な職その他について、人事委員会の行う選考によることが認められている。

平成２３年度の採用・昇任に係る選考の実施状況は、次のとおりである。

� 採用選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

１ 主 事 ・ 技 師 ８ ２ １０

２ 主 事 ・ 技 師 １ １

３ 係 長 ５６ ３ ４４ １７ １２０

４ 専 門 員 １１ １ １２

行 政 職 ５ 課 長 補 佐 １ １ ２

６ 本 庁 課 長 ２ １０ １２

７ 参 事 ０

８ 本 庁 局 長 ０

９ 本 庁 部 長 １ １

１ 巡 査 ５ ５

２ 主 任 ３ ３

３ 係 長 ０

４ 係 長 ５ ５
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公 安 職 ５ 課 長 補 佐 ８ ８

６ 本 部 課 次 長 ２ ２

７ 本 部 課 長 ６ ６

８ 部 長 ２ ２

９ 部 長 ０

１ 研 究 員 １ １

２ 主 任 研 究 員 ０

研 究 職 ３ 主 任 研 究 員 ５ ５

４ 主 席 研 究 員 ４ ４

５ 機 関 の 長 １ １

１ 技 師 ２ ２０ ２２

２ 係 長 ・ 医 長 １５ １５

医療職（一） ３ 保 健 所 課 長 ・ 病 院 部 長 ４ ４

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ６ ６

５ 医 監 ０

１ 技 師 ２ ２

２ 技 師 ７ １ ８

３ 主 任 ０

医療職（二） ４ 係 長 ０

５ 専 門 員 １ １

６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ０

１ 技 師 ０

２ 技 師 ８ ９６ １０４

３ 主 任 ０

医療職（三） ４ 係 長 ０

５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０

７ 看 護 部 長 ０

技 能 労 務 職 ０

合 計 ８６ １４７ ７９ ５０ ３６２

� 昇任選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 人事委員会 議 会 議 長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合 計

３ 係 長 ０

４ 専 門 員 ０

５ 課 長 補 佐 ０

行 政 職 ６ 本 庁 課 長 ４ ３ ７

７ 参 事 ５０ １ １ ３ １ ５６

８ 本 庁 局 長 ２１ １ １ ２３

９ 本 庁 部 長 ４ ２ １ １ ８

２ 主 任 ０

３ 係 長 ０

４ 係 長 ０
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公 安 職
５ 課 長 補 佐 ０

６ 本 部 課 次 長 ０

７ 本 部 課 長 ９ ９

８ 部 長 ７ ７

９ 部 長 ８ ８

２ 主 任 研 究 員 ０

研 究 職
３ 主 任 研 究 員 ０

４ 主 席 研 究 員 ０

５ 機 関 の 長 ０

２ 係 長 ・ 医 長 ０

医療職（一）
３ 保健所課長・病院部長 ０

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ０

５ 医 監 １ １７ １８

４ 係 長 ０

医療職（二）
５ 専 門 員 ０

６ 地 方 機 関 の 課 長 ０

７ 薬 剤 部 長 ６ １ ７

４ 主 任 ０

医療職（三）
５ 専 門 員 ０

６ 副 看 護 部 長 ０

７ 看 護 部 長 １ １ ２

合 計 ８７ ２３ ２ １ ０ ７ ２５ １４５

� 警察官階級昇任選考

（単位：人）

階級 昇任者数

警 視 ８

警 部 ０

警 部 補 １２

巡 査 部 長 ６

合 計 ２６

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

ア 報告及び勧告の日及びその相手方

報 告 及 び 勧 告 の 日 平 成２３年１１月 ２ 日

報 告 及 び 勧 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

イ 報告及び勧告の概要

� 県職員の給与と民間給与との比較

ａ 月例給

本年４月分の県職員給与と県内の民間給与とを比較したところ、県職員給与が民間給与を１人当たり平均１，１５７円（０．２９％）上回って

いる。
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民間給与 （Ａ） ３９２，６０８円

県職員給与 （Ｂ） ３９３，７６５円

較 差 （Ａ－Ｂ） △１，１５７円（△０．２９％）

※ 県職員給与（Ｂ）の欄は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例による減額措置がないものとした場合に支給されることとなる給与を基礎として算
出したものであり、同条例による減額措置後の県職員の給与（３９３，３０４円）と民間給与を比較した場合は、県職員の給与が民間給与を１人当たり平均６９６円
（０．１８％）上回っている。

ｂ 特別給（期末・勤勉手当）

民間における年間支給割合は３．９７月分であり、県職員の期末・勤勉手当の年間支給割合（３．９５月分）が民間における年間支給割合を０．

０２月分下回っている。

� 県職員の給与

ａ 給与の改定

○ 給料表の改定

人事院勧告の内容（５０歳台を中心に４０歳台以上を引下げ、医療職�等を除く。）を基礎として改定（平均改定率△０．３％）
※ 給与構造改革における経過措置額についても、給料表の改定を踏まえて引下げ

○ 期末・勤勉手当

民間の特別給（ボーナス）の支給割合とおおむね均衡していることから、改定しない。

ｂ 改定後の平均給与月額（行政職）

改 定 額 改 定 率 内 訳

△１，２１９円 △０．３１％
給 料 △１，２１８円（△０．３１％）

そ の 他 △１円（△０．００％）

（参考）行政職平均給与

現 行 改 定 後 増 減

平均給与月額 ３９３，７６５円 ３９２，５４６円 △１，２１９円（△０．３１％）

平均年間給与額 ６，３３８，０００円 ６，３１８，０００円 △２０，０００円（△０．３２％）

行政職平均年齢 ４４．５歳

ｃ 改定の実施時期等

○ 改定の実施時期

条例の公布日の翌月から実施

○ 平成２３年１２月に支給される期末手当の特例

本年４月からこの改定の実施の日の前日までの公民較差相当分を解消するため、４月の給与に調整率（△０．３８％）を乗じて得た

額に４月から実施の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、６月期の特別給の額に調整率を乗じて得た額の合計額に相

当する額を、１２月期の期末手当の額で減額調整（給料月額又は給与構造改革の経過措置額が引下げとなる職員に限る。）

※ 調整率とは、行政職の職員全体の較差の合計額を月例給が引下げとなる職員の給与月額の合計額で除して得た率

ｄ 給与制度の改定等

○ 勤務実績の給与への反映

今後も国や他の都道府県の取組状況等を注視しつつ、信頼性の高い適切な運用の確保に努めるとともに、更なる取組について検

討を進めることが必要

○ 給与構造改革における経過措置額の廃止等

・給与構造改革における経過措置額について人事院勧告の内容に準じて廃止。平成２４年度は経過措置額として支給されている給料

の２分の１を減額（減額の上限１万円）して支給し、平成２５年４月１日に廃止

・人事院勧告においては、廃止に伴って生ずる制度改正原資をもとに必要な措置を講ずるとしたところであり、本県においても、

職員給与の実情を総合的に勘案し、適切な措置を検討する必要
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ｅ 今後の取組

高齢層職員における昇格、昇給制度の見直し及び官民給与の比較方法等についての見直しについて、国における検討状況に留意しつつ

検討を進める必要

� 公務運営に関する課題

ａ 超過勤務時間の縮減等

職員全員がコスト意識を持ち、仕事の進め方等を再点検しながら、計画的・効率的な業務遂行を心掛け、特に管理職員は、超過勤務命

令の必要性についての的確な判断と事前命令・事後確認の徹底、不断の職場の業務見直しと効率性の向上を図る体制づくりを進めていく

必要

ｂ 職員の健康管理

精神疾患による長期休業者数が増加傾向にあり、予防から復職後の支援の過程における取組が更に円滑に運用されるよう、今後とも十

分に配慮していく必要

東日本大震災による心身への影響は、派遣職員にとどまらず全ての職員に及んでいると考えられるため、健康管理に一層配慮していく

必要

ｃ 人材の確保・育成

公務の魅力を広く情報発信する採用説明会の開催等を通じた積極的な広報活動の展開や受験資格年齢の上限引上げなどにより、受験者

数の拡大を図るとともに、県民の負託に応えることができる多様で有為な人材を確保する方策について、幅広く検討する必要

ｄ 仕事と生活の両立支援の推進

人事院では、１か月以下の育児休業を取得した職員については、本年１２月期の期末手当より、支給割合を減じない措置を講ずることと

しており、本県においても、両立支援の一層の推進の観点から、国に準拠して改正する必要

ｅ 高齢期の雇用問題

人事院では、公的年金の支給開始年齢の引上げを踏まえ、公務能率を確保しながら職員の能力を十分に活用していく観点から、定年を

段階的に６５歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見を申出

定年の引上げに関しては、本県職員を含む地方公務員についても、国家公務員の制度を参考に改正がなされるものと考えられるため、

今後、国家公務員法等関係法令の改正動向を注視する必要

さらに、定年の引上げは、高齢期職員の本格的な活用を図ることにとどまらず、採用から退職に至る人事管理全体に影響を及ぼすもの

であることから、各任命権者が協力しながら、本委員会も含め県全体で総合的に取り組む必要

ｆ 公務員制度改革

公務員制度改革の動向は、現行の公務員制度を根本的に変更するものであり、公務員だけでなく国民や県民にとっても非常に大きな影

響を及ぼす重要な問題であると考えられることから、本県においても、国の動向を注視していく必要

� 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、地方公務員法第４６条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団

体の当局により適当な措置が執られることを要求できるとされている。

平成２３年度中の要求件数、終結件数及び平成２４年度への繰越件数はいずれもない。

� 不利益処分に関する不服申立ての状況

職員は、地方公務員法第４９条の２の規定により、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会又は

公平委員会に対して、不服申立てをすることができるとされている。

平成２３年度中の申立件数、終結件数及び平成２４年度への繰越件数はいずれもない。

� 苦情の処理の状況

人事委員会は、地方公務員法第８条第１項第１１号の規定により、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てのほか、

職員の苦情を処理することとなっている。

平成２３年度中の処理件数は１件である。
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�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２４年７月３日から平成２４年９月２日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

平成２４年９月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

造園（造園工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ｂ １ Ｂ ３ Ｃ ４

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

金属熱処理（一般熱処理作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号

Ｃ １

機械加工（普通旋盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １２ Ｂ １ Ｃ ２

機械加工（数値制御旋盤作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｃ １

機械加工（フライス盤作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １

機械加工（数値制御フライス盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ａ甲 １１

機械加工（平面研削盤作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５
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放電加工（数値制御形彫り放電加工作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ ２

金属プレス加工（金属プレス作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

鉄工（製缶作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５

鉄工（構造物鉄工作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４

建築板金（内外装板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７

建築板金（ダクト板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

仕上げ（治工具仕上げ作業）

２級
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受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３

仕上げ（機械組立仕上げ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ４ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ｂ ７ Ｃ １

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｂ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ ３ Ｂ ５ Ｂ ７

電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４

産業車両整備（産業車両整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ６ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２
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建設機械整備（建設機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ｂ １

Ｂ ２ Ｂ ４ Ｂ ５ Ｃ １ Ｃ ２

婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

家具製作（家具手加工作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

建具製作（木製建具手加工作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ｃ １

プラスチック成形（射出成形作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

プラスチック成形（インフレーション成形作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １１ Ｃ １２

Ｃ １３ Ｃ １４
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陶磁器製造（手ろくろ成形作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

石材施工（石張り作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

石材施工（石積み作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

とび（とび作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３

左官（左官作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ｂ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １ Ｃ １

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｃ ２

Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８
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防水施工（シーリング防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｄ １ Ｄ ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（ＦＲＰ防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号

Ｃ １

内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

内装仕上げ施工（カーペット系床仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６

熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｂ ２ Ｃ １

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

表装（壁装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

塗装（建築塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２３ Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ６ Ｃ ８

Ｃ ９ Ｃ １２ Ｃ １４ Ｃ １７ Ｄ １９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２

Ｃ ３

塗装（金属塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

平成２４年９月２８日 発行
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